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大津労働基準監督署

よくある労働相談・労働基準法について



監督署に寄せられる相談内容について
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第１位 自己都合退職

第２位 定期賃金不払

第３位 いじめ・嫌がらせ

第４位 年次有給休暇

第５位 解雇予告



① 自己都合退職
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・期間の定めがない場合 民法６２７条
→ 原則として２週間の予告期間をおけば、労働者からの一方的な退職が可能。

・期間の定めがある場合 民法６２８条
→ 原則としてやむを得ない事由がなければ期間途中に一方的に退職することはできない。

相談Ａについて
→かわりの人をつれてくるのは、本来的には使用者の責任（人事権の問題）であるから、これを条
件に退職を拒否することは妥当ではない。

相談Ｂについて
→どのような場合に一方的退職が認められるのか、また、それに対する賠償は可能なのか

相談Ａ

退職したいが、社長が
「かわりの人が見つかる
まで働いてもらわないと
困る」と言ってやめさせ
てくれない・・・

やめたいと伝えたら、
「欠員がでた場合の損害
を補填してもらう」と言
われてやめることができ
ない・・・

相談B



① 自己都合退職
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☆注意点
期間の定めがある場合 労働者が一方的に退職できない≠強制的に働かせることができる

→ 強制的に働かせることができない以上、損害賠償による金銭補償の話になりうるが・・・
一般的には、従業員に対して請求することは困難

→ 専門性・投資の有無が判断基準（裁判例）

☆裁判例 ケイズインターナショナル事件（平成４年９月３０日東京地裁）

特定のプロジェクト遂行のために高額の費用を費やして高度の専門的知識を有する労働者を採用
した場合で、辞職によりプロジェクトが頓挫したケースにおいて、労働者に対して一定の損害賠償
責任を認めた。

→ 現実的には、急な退職に対して、「誠実な説明と説得」が必要。



② 定期賃金不払い

5

☆労働契約法８条
労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。

＝使用者からの一方的な変更はできない。

→ 一方的な引き下げは無効 → 従前の契約内容となる → 賃金の一部不払いとなる。

☆賃金支払の留意点

給与の支払いを求める権利（賃金請求権）は「働いたことですでに発生」しており、賃金支払日が
到来していれば、その支払いに条件を付すことはできない。
→ 謝罪の要求、備品の返却などは賃金の支払とは「別」の話。

相談C

工場でバイトしたけど、
同僚とうまくいかないか
ら３日でやめた。この間
に合計１０時間くらい働
いたけど給料がもらえな
い・・・

最初の３日働いただけで、
連絡もなく来なくなった。
非常識にもほどがある。
給与は払ってもいいが、
謝罪が先ではないか

社長D



④ 年次有給休暇
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例外的に有給取得日を変更することができる（時季変更権）
「事業の正常な運営を妨げる場合」で、単に業務繁忙を理由とすることなく、「個別具体的に客観
的に判断されるべき」

・代替要員の確保が困難であることが、客観的に認められる。
・代替要員の確保について、使用者が努力しているか。

相談Ｅについて
有給は、雇い入れ後６か月間の出勤日の８割を出勤した時点で、一定の日数、権利として発生して
いる。（付与日数は、年間就労日数等で異なる）

☆雇用形態（正社員・パート）、年齢（６０歳以上・未成年）にかかわらず発生する権利。
☆初回の有給は、６か月の勤務を８割出勤した者に付与される。
☆原則として、請求されれば使用者は拒否できない。
☆有給の消化に、理由は不要である

相談E

退職するに伴い、今まで
の有給をすべて消化して
からやめたい・・・

シフトに大きな穴が開く
のは困るし、休んだ人に
給料を払う余裕はうちに
はない！

社長F



⑤ 解雇
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労基法第２０条
原則：解雇には、３０日以上の期間を設けて予告をしなければならない。
例外：予告期間が３０日に満たない場合、その日数分の解雇予告手当を支払わなければならない。

（解雇予告手当の支払いが不要なケース）
・日雇い労働者
・２か月以内の期間雇用
・季節的業務４か月以内の期間雇用
・試用期間中の者（雇入れ後２週間以内）

「明日から来なくていい」と簡単に言ってしまう経営者のほとんどが、解雇予告手当の制度を知ら
ない。労働者の即時解雇は、非常にハードルの高いこと。

相談G

勤務態度のことで店長と
口論になって、「明日か
ら来なくていい」と言わ
れた・・・

遅刻はするし、接客態度
は悪いし、バイトなのに
経営に口出してくるし、
だいたい最近のアルバイ
トは・・・！

社長H



まとめ
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やることやらずに権利だけ主張する、という意見もありますが・・・
→ やることをやらない人ほど権利主張が激しい。

経営者としてのリスク管理の視点が重要

①感情的にならず、法律に沿った対応
②わからないことは専門家（労働基準監督署、労働局、弁護士、社労士など）に事前に相談する。



1 労働条件の明示
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◎労働者を採用するときは、以下の労働条件を明示しなければなりません
（労働基準法第15条第1項、労働基準法施行規則第5条）



１ 労働条件の明示
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〇  労働条件明示事項の追加について
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２ 労働時間・休日について
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２ 休憩時間について
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３ 労働時間の管理方法について
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４ 変形労働時間制
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５ 割増賃金について
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〇 月60時間超の残業の割増賃金率引上げ
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１か月の時間外労働

１日８時間・
１週40時間

を超える労働時間

60時間
以下

60時間超

大企業 25% 50%

中小企業 25% 25%

１か月の時間外労働

１日８時間・
１週40時間

を超える労働時間

60時間
以下

60時間超

大企業 25% 50%

中小企業 25% 50%

月60時間超の残業にかかる割増賃金率

大企業は 50％、中小企業は 25％

月60時間超の残業にかかる割増賃

金率大企業、中小企業ともに50％
※中小企業の猶予措置を廃止
＜2023年４月１日施行＞

（現行法） （改正法施行後）



○  最低賃金の改定について
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日給・月給の
方も不足がな
いか確認を。



６ 時間外労働・休日労働に関する協定届について
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〇 残業時間の上限規制
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（現行法）

法律上は、残業時間の上限が

ありませんでした（行政指導のみ）。

１年間＝12か月

特別条項 上限なし
（年間6か月まで）↓

大臣告示による上限
（行政指導）↓

（改正法施行後）

法律で残業時間の上限を定め、これを超
える残業はできなくなります。

法律による
上限(原則)↓

法律による上限(例外、年間6か月まで)
年720時間（休日労働を含め 複数月平
均80時間以内・単月100時間未満）↓

１年間＝12か月

残業時間
（原則）
月45時間
年360時間

法定労働時
間

１日８時間
週40時間



７ 年次有給休暇について
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〇 年５日間の年次有給休暇の取得
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※管理簿の様式は任意ですが、年次有給休暇を与えた時季・日数・基準日が労

働者ごとに明らかになっている必要があります。



８ 就業規則
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９ 解雇予告手当
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